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１ 支援基準案全般について 

  今回の被災事業者の再生支援は，通常の経済環境の下での事業再生とは

大きく異なり，大災害からの復興のための国を挙げた１５年間のプロジェ

クトである。通常の経済環境下で行われてきた企業再生支援機構や中小企

業再生支援制度，更には今回の大震災対策として各地に設立された産業復

興機構が，十分利用されなかったり，あるいは利用されていないのは，そ

れぞれの支援基準の要件が厳しいことと運用上の弾力性が欠けることに原

因がある。通常の経済状況下でさえそうなのであるから，資本財を徹底的

に破壊されている被災事業者の再生支援を行う上では，その轍を踏んでは

ならない。 

  株式会社東日本大震災事業者再生支援機構（以下「再生支援機構」とい

う。）の支援基準案はかなり詳細に規定している。支援基準案は本来，被災

事業者のケーススタディを十分行って設定すべきであり，かつ，その運用

については弾力的でなければならない。今回は設立まで限られた時間の中

で支援基準案を早急に検討しているが，検証する時間的ゆとりがない中で

は，支援基準案を杓子定規に適用すれば，再生支援機構の支援決定数が非

常に少なくなる可能性も存在する。 

  かかる観点及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法（以下「再

生支援機構法」という。）第１８条第３項が，支援基準を定めるに当たって

は，できる限り多くの事業者に再生の機会を与えるよう適切に配慮しなけ

ればならないと規定していることを踏まえ，再生支援機構においては，支

援基準に基づく運用を弾力的・機動的に行うべきである。 

  また，支援基準案の妥当性の検証は運用によって見ていくしかないので，

少なくとも運用開始後１年経過した時点で，あるいはその後も適時に，支

援基準の見直しを行い，再生支援機構の支援が広く被災事業者に行き渡る

ようにすべきである。 

   

２ 支援決定基準について（株式会社東日本大震災事業者再生支援機構支援

基準案の概要（以下「支援基準案の概要」という。）２ページ２行目「Ⅱ基



準案の内容」「Ⅰ．支援決定基準１．」） 

「東日本大震災による被害の結果，収益力に比して過大な債務となったこ

と」とされ，それを満たさなければ支援決定は出せないとしている。しか

し，再生支援機構法第１条は単に「東日本大震災によって被害を受けたこ

とにより過大な債務を負っている事業者」としており，収益力に比して過

大な債務となった場合に限定しているわけではない。再生支援機構法第１

８条第３項の趣旨からしても，支援基準のレベルで法文を変えるような限

定をつけることは好ましくない。 

  

３ 債務超過解消期間について（支援基準案の概要４ページ３行目「Ⅱ基準

案の内容」「Ⅰ．支援決定基準３．(2)③」） 

「１５年以内に債務超過が解消されること。」の後に，「ただし，支援決定

に基づいて機構が債権買取りを実行し，簿価と買取価格との差額を免除する

ことが再生計画の中で予定されている場合を含む。」を加えるべきである。

再生支援機構は債務免除を行えるのであるから，再生計画において必要適切

と認められ，かつそれにより債務超過を解消できる場合には，再生の機会を

与えることが，再生支援機構法第１８条第３項の趣旨に適うと考えられるた

めである。 

  

４ 出資について（支援基準案の概要４ページ１９行目「Ⅱ基準案の内容」「Ⅰ．

支援決定基準３．(5)」） 

出資について，「機構による出資が真に必要不可欠であること。」と，要件

を極端に絞っている点は適切でない。単純に，「機構による出資が必要であ

ること。」とすることで十分である。 

具体的事情によるが，様々な業種で再生支援機構以外に出資が望めず，そ

の出資がなければ再生ができないという事態が十分想定される。例えば，

医療関係事業者は，元々収入が患者数に関係しており，地域によっては既

にかなり人口が流出している状況の中での再生への取組となる。かかる状

況下では，再生支援機構が出資をしないと再生できない医療事業者もかな

り多いと思われる。当該地域の再生のため被災者が安心できる医療機関の

再生がなければ，その地域に留まることが難しくなることが考えられるか

らこそ，再生支援機構法は医療関係者を重点的に支援することにしたので

ある。農業関係事業者についても，津波による土地改良や放射能汚染の除

染等について行政の支援を得てもなお再生支援機構の出資がなければ再生

が難しい事案も予想される。漁業関係者やその他の業種の事業者について



も同様である。したがって，出資についても再生支援機構に十分な裁量権

を与えるべきである。 

かかる点からみて，支援基準案は要件を絞りすぎであって，法律で認めた

出資を行う権限を支援基準で極端に狭めており，再生支援機構法第１８条

第３項の趣旨に反する。また，支援基準の概要「Ⅱ基準案の内容」「Ⅰ３．

(1)」（注１）の，「スポンサーとは，一般的に，対象事業者に対する投融資

等を通じて，対象事業者の事業の再生をコミットする投資家のことをい

う。」との記載は，再生支援機構が出資することを想定しているので，両者

の整合性の観点からも，あまりに出資の要件を絞ることは一貫性に欠ける

ものである。 
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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構支援基準案の概要 

 

平成２４年２月 

復興庁支援機構班 

 

Ⅰ 制定の趣旨 

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法（平成２３年法律第１１３号）第１８

条第１項の規定に基づき、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が、同法第１６

条第１項各号に掲げる業務の実施による再生の支援をするかどうかを決定するに当

たって従うべき基準及び債権買取り等をするかどうかを決定するに当たって従うべ

き基準を定めるもの。 

 

Ⅱ 基準案の内容 

 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構（以下「機構」という。）は、東日本大

震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている事業者であって、被災

地域においてその事業の再生を図ろうとするものに対し、その再生の支援を行うもの

である。機構は、被災地域において多数の事業者が自己の責めに帰することができな

い事由によりその事業の用に供する資産に甚大な被害を受けたことを踏まえ、できる

限り多くの事業者に再生の機会を与えるよう適切に配慮するほか、被害の状況、経営

状況等を考慮し、一定期間の弁済猶予等の金融支援を行うものとする。 

 「過大な債務を負っている」については、収益力に比して過剰な債務を負っている

ため、債権放棄、弁済猶予等の金融支援による事業の再生が求められている状態をい

う。 

 機構が支援決定及び買取決定を行うに当たっては、次に定める基準によることとす

る。なお、機構は、その業務の対象を各県の産業復興機構による支援の対象とするこ

とが困難なものとし、小規模事業者、農林水産事業者、医療福祉事業者等の事業再生

支援を重点的に行うとともに、被災各県に設置されている産業復興相談センター及び

産業復興機構と連携を図るものとする。 

Ⅰ．支援決定基準 

機構は、再生支援の申込みがあったときに、当該申込みが次の１．から６．まで
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の全てを満たす場合でなければ、支援決定をしてはならない。 

１．申込事業者の被災前の債務が、東日本大震災による被害の結果、収益力に比し

て過大な債務となったこと。 

２．申込事業者が、東日本大震災前に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法

第 19 条第１項の地域を定める政令（平成 23 年政令第 397 号。以下「被災地域指

定政令」という。）で定める地域で事業活動を行っており、株式会社東日本大震

災事業者再生支援機構法（平成 23 年法律第 113 号。以下「法」という。）第 19

条第１項各号に掲げる事業者以外の者であること。 

（注１） 以下のような場合も認められる。 

① 申込事業者が東日本大震災前に事業活動を行っていた業種と異なる業種

で再生を図ろうとする場合 

② 申込事業者が東日本大震災前に事業活動を行っていた地域以外（被災地域

指定政令で定める地域に限る。）で事業の再生を図ろうとする場合 

（注２） 東日本大震災前に被災地域指定政令第２号の地域として指定された地

域で事業活動を行っていた事業者については、被災地域として指定された事由

となった出荷制限等に係る農林水産物（加工品を含む。）と関連性を有する事

業を行っている場合に限り、再生支援の対象となる。 

（注３） 法第 19 条第１項第３号及び第４号に掲げる法人（以下「第３セクタ

ー要件該当法人」という。）については、再生支援の申込み時に第３セクター

要件該当法人でないものの、その後、短期間に第３セクター要件該当法人とな

ることが見込まれる法人（再生支援の申込み時に一時的に第３セクター要件該

当法人でなくなったものの、その後、短期間に再び第３セクター要件該当法人

となることが見込まれる法人を含む。）については、機構が再生支援をするこ

とができない。 

３．事業再生が見込まれることを確認するものとして次の(1)から(5)までの全てを

満たすこと。 

(1) 再生支援の申込みに当たって、法第19条第２項第２号に掲げる書面により、

申込事業者に対し、いわゆるメインバンク、スポンサー等が事業の再生に必要

な資金の貸付け又は出資を行うことが見込まれること。 

（注１） スポンサーとは、一般的に、対象事業者に対する投融資等を通じて、
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対象事業者の事業の再生をコミットする投資家のことをいう。例えば機構が

出資する場合には、支援終了時等において、機構の対象事業者に対する出資

に係る株式又は持分の譲渡先となる。機構の支援決定の時点でスポンサーが

決定している場合と、機構の支援決定後、支援終了までの間に、入札等を通

じて、スポンサーを選定する場合がある。 

（注２） 法第 19 条第２項第２号に規定する資金の貸付け又は出資に相当す

るものが既に行われている場合も認められる。 

(2) 申込事業者が次に掲げる基準を全て満たすこと。ただし、当該事業者の属す

る事業分野の特性等を勘案し、これらの基準のうちの一部について、その期間

内に満たすことが見込まれないことについて合理的と認められる特段の事情

があると機構が認める場合は、これを硬直的に適用することとはしない。 

なお、各指標の計算方法については、我が国の産業活力の再生及び産業活動

の革新に関する基本的な指針（平成 23 年財務省・経済産業省告示第３号）及

び一般的な会計規則において別に定めるところによる。 

① 支援決定が行われると見込まれる日から 15 年以内に有利子負債のキャッ

シュフローに対する比率が 15 倍以内となること。ただし、個別の業種特性

等に配慮するものとする。 

（注１）申込事業者が国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けている

場合においては、次のイ）及びロ）のいずれも満たすことを条件として、

当該補助金等の額をキャッシュフローの額に算入することができるかど

うかを判断することができる。 

イ）当該補助金等の目的、その目的に応じた必要額及びその積算根拠が明

確であるなど、透明性が確保されていること。 

ロ）当該補助金等を交付する者が、その財政力等の観点も踏まえつつ、そ

の自主的な判断に基づき、一定の期間継続して当該補助金等の交付を行

う蓋然性が高いと見込まれること。 

    （注２） 

有利子負債合計額－現預金－信用度の高い有価証券等の評価額－運転資金の額 

≦15 

留保利益＋減価償却費＋引当金増減 
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② 支援決定後おおよそ５年以内を目途に営業損益が黒字となること。ただし、

黒字化の目途は個別の業種特性等を配慮するものとする。 

③ 支援決定が行われると見込まれる日から 15 年以内に債務超過が解消され

ること。 

(3) 申込事業者を支援決定時点で清算した場合の当該事業者に対する債権の価

値を、事業再生計画を実施した場合の当該債権の価値が下回らないと見込まれ

ること。 

(4) 機構が申込事業者の債権の買取りを行い、又は申込事業者に対して出資（債

務の株式化を含む。以下同じ。）を行う場合には、支援決定が行われると見込

まれる日から 15 年以内に、いわゆるメインバンク等の当該申込事業者の再生

のために協力を求める必要がある金融機関等により申込事業者の資金調達（リ

ファイナンス）又はスポンサーの出資の買取りが可能な状況となる等、当該債

権又は出資に係る株式若しくは持分の処分が可能となる蓋然性があると見込

まれること。なお、再生支援の実施に当たっては、いわゆるメインバンク、ス

ポンサー等から資金支援を受けるなど、民間の資金を最大限に活用するものと

する。 

（注）機構が買取りする債権は、原則として申込事業者が被災した以前からの

債権に限られる。 

(5) 事業再生計画の内容に機構が申込事業者に対して出資をすることが含まれ

る場合には、次に掲げる要件を全て満たすこと。なお、機構による出資は支援

決定の日から 15 年以内にはスポンサー等へ譲渡する必要がある等暫定的な措

置であることを踏まえ、機構は、その要否及び出資処分方法について十分な検

討を行うとともに、スポンサーが得られた場合は、出資は、可能な限りスポン

サーから行うよう調整するものとする。 

① 機構が事業再生計画の実行支援を強力に推進する上で、機構による出資が

真に必要不可欠であること。 

② 機構等が申込事業者に対しその株式又は持分の比率に応じたガバナンス

（経営管理）を発揮できる体制を構築すること。 

③ 機構からの出資により、メインバンク、スポンサー等からの投融資等を受

けることができると見込まれること。 
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④ 企業価値の向上により、投下資金以上の回収が見込まれること。 

４．事業再生計画が、申込事業者が事業再生を行おうとする地方公共団体が定めた

東日本大震災からの復興に係る計画や、当該地方公共団体が実施する復興に向け

た取組に反しないこと。 

５．申込事業者が、労働組合等と事業再生計画の内容等について話合いを行ったこ

と又は行う予定であること。 

６．申込事業者が、反社会的勢力ではなく、また、そのおそれもないこと。 

Ⅱ．買取決定基準 

機構は、次の１．から５．までの全てを満たす場合でなければ、買取決定をして

はならない。 

なお、機構は、信用保証協会等が対象事業者の債務の保証に基づき取得した求償

権についても、買取りに努めるとともに、対象事業者に対して、必要に応じ、産業

活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（平成 11 年法律第 131 号）の

事業再構築計画、経営資源再活用計画、経営資源融合計画、資源生産性革新計画又

は中小企業継承事業再生計画の認定の申請を促すこと。 

１．買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるもの

の額及び法第 20 条第１項第２号に掲げる同意に係るものの額の合計額が必要債

権額を満たしていること。 

２．買取決定の対象となる買取申込み等をした関係金融機関等が回収等停止要請に

反して回収等をしていないこと。 

３．買取価格は、支援決定に係る事業再生計画、被災地復興の見通し、再生支援を

開始した後における対象事業者の経営状況の見通し、債権の担保の目的となって

いる財産の価格の見通し等を勘案した適正な時価を上回らない価格であること。 

４．買取決定時点においても、支援決定基準を満たすこと。 

５．支援決定までに、対象事業者が労働組合等と事業再生計画の内容等について話

合いを行っていなかった場合には、当該話合いを行ったこと。 

（注）この支援基準における用語のうち、法において定義が定められているものに

ついては、その例による。 




